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町会・自治会は、地域に住む人々が、助け合って暮らしていくために組織された住民自治組織です。
市内には229の町会・自治会があり、住みよいまちづくりを目指して、さまざまな活動に取り組んでいます。
互いに支え合い、安心して暮らせる地域づくりのため、町会・自治会に加入し、地域活動に参加してみませんか。

加入の手続きは、町会・自治会長にご連絡ください。
お住まいの町会・自治会が分からないときは加入問い合わせフォームまたは自治振興課へお問い合わせください。

問い合わせ…川口市コミュニティ協議会・自治振興課　i048-242-3621　k048-259-4956

安全・安心のために
「防災・防犯・交通安全活動」
●防災訓練　●自主防災組織
●防犯パトロール
●防犯灯の維持管理
●交通安全対策

くらしの情報
「広報活動」
●町会・自治会だよりの発行
●市などからのお知らせの回覧・配布
●広報かわぐちの配布

支え合いのために
「福祉活動」
●社会福祉協議会との協力
●民生委員・児童委員との協力
●募金活動
●子ども会・老人クラブ活動

きれいなまちづくりのために
「環境美化活動」
●ごみの分別・減量化
●ごみ集積所の管理
●道路・公園の清掃

健康で楽しく暮らすために 「文化・スポーツ・レクリエーション活動」
●文化・スポーツクラブ活動　　●レクリエーション活動
●盆踊り大会、文化祭、体育祭　●伝統文化の継承

誰に助けを求めますか？
まずは身近な町会・自治会が頼りです

加入問い合わせ
フォーム▶

を支える町会・自治会地域

災害時

＜受診に際しての注意事項＞
・健診日時点で資格を喪失しているかたは受診できません。喪失後に受診された場合は、費用が全額自己負担となります。
・特定健診・健康診査、人間ドック検診は、年度内でいずれかを1回受診できます。重複して受けた場合は、後から受
けた健診(検診)費用が全額自己負担となります。
・75歳を迎えたかたは後期高齢者医療制度の対象となり、国民健康保険の受診券は使用できません。
新しい健診書類は高齢者保険事業室へお問い合わせください。

今年も健診
受けるきゅぽ！

対　象 問い合わせ

国民健康保険加入の40～74歳のかた

後期高齢者医療制度加入のかた

国民健康保険課　　i048-259-7916

高齢者保険事業室　i048-259-7653

最新情報は
市ホームページを
ご確認ください▶

過去の災害時には、
町会・自治会によ
る「共助」が大きな
役割を果たしまし
た。

町会・自治会では、
防災訓練の実施や、
防災資機材の整備・
管理など、災害に備
えた活動を行ってい
ます。
(写真：青木町四丁目町会・西青木端戸町会の合同防災

訓練の様子)


